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二
〇
〇
六
年
八
月
十
六
日
に
ロ
シ
ア
国
境
警
備
隊
に
拿
捕
さ
れ
た
第
三
十
一
吉
進
丸
の
船
体
返
還
に
向
け
た
外

務
省
の
過
去
の
取
り
組
み
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
九
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
六
年
八
月
十
六
日
、
北
海
道
根
室
市
の
漁
船
第
三
十
一
吉
進
丸
が
ロ
シ
ア
の
国
境
警
備
隊
に
拿
捕
さ
れ
、
乗
組
員

一
名
が
銃
殺
さ
れ
た
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
の
第
三
十
一
吉
進
丸
の
船
体
に
つ
き
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
船

体
の
現
状
を
確
認
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
第
三
十
一
吉
進
丸
の
船
体
は
現
在
ど
こ
に
あ
り
、
誰

に
よ
っ
て
ど
の
様
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
外
務
省
と
し
て
把
握
し
て
い
る
範
囲
内
で
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
で
、
外
務
省
と
し
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
に
「
情
報
収
集
の
内
容
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
、
今
後
の
情

報
収
集
等
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
あ
る
様
に
、
そ
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
の
な

ら
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。
第
三
十
一
吉
進
丸
は
我
が
国
国
民
の
財
産
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
不
法
に
奪
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
在
ど
こ
に
あ
り
、
誰
に
よ
っ
て
ど
の
様
な
使
い
方
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
現
状
に
つ
い
て

外
務
省
が
把
握
し
て
い
る
情
報
を
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
何
を
も
っ
て
「
今
後
の
情
報
収
集
等
に
支
障
を
来
す
お
そ

れ
が
あ
る
」
こ
と
に
な
る
の
か
、
論
理
的
な
説
明
を
求
め
る
。

一



三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
外
務
省
と
し
て
、
ロ
シ
ア
側
に
対
し
て
、
御
指
摘
の
船
体
の
引
渡
し
等
に
つ
き
随
時
申
入
れ
を

行
っ
て
き
て
い
る
」
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
外
務
省
が
ロ
シ
ア
側
に
対
し
て
第
三
十
一
吉
進
丸
の
船
体
の
返
還
に

つ
い
て
の
申
入
れ
を
行
っ
た
直
近
の
事
例
一
件
に
つ
き
、
そ
の
日
に
ち
、
場
所
、
申
入
れ
を
行
っ
た
政
府
職
員
の
官
職
氏
名

等
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


